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ガバナー公式訪問鶴岡市内クラブ合同例会

   ８月 ８日（火）

   ８月 23日（水）
   ８月 29日（火） RI規定休会①

通常例会
   ８月 15日（火） クラブ休会（お盆）
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　7 月の花の一つにカ
スミソウがあります。 こ
の花は私の大好きな花
です。白いカスミソウ
は星屑に似て天の川を
思わせるゆえんで「七
夕」は「カスミソウの
日」でもあります。
　カスミソウの色は一
般的には白、ピンクが
ありますが、この頃は
「染めカスミソウ」が

出回っています。 赤、青、黄色などに染められとて
もカラフルです。
　カスミソウと聞くとメインの花を引き立たせる脇
役の花というイメージがありますが、今はフラワー
アレンジメントをまとめ上げるのに欠かせません。
ほぼ完成したアレンジメントにカスミソウを入れる
とより華やかに美しく仕上がります。
　カスミソウをメインに使ったふわっとした丸い
ブーケは花嫁の wedding ドレスにぴったりです。 　
感謝、幸福、夢心地などの優しい花言葉がつけられ
ています。花屋の店先などでカスミソウを目にする
ことがあれば、その見方が違うこと間違いないと思
います。

◎前期会費納入のお願い
　前期会費を 7月末まで納入してください。
◎ガバナー公式訪問鶴岡市内クラブ合同例会
　8月 23日（水）16：30～　Gエル・サン

　本年７月、電動キックボード等を運転する際の交
通ルールが改められたので、解説します。

　改正の背景は、技術の進展等により新たな小型モ
ビリティが多数開発されました。新たな小型モビリ
ティは、道路交通法上、大きさや性能上の最高速度
から自動車又は原動機付自転車（以下、「自動車等」
という。）に該当し、これと同様の交通ルールが適
用されます。しかしながら、既存の交通ルールでは、
小型モビリティとしての性能や利便性を生かすこと
ができない等が指摘され、交通ルール等の在り方の
見直しが図られました。

　改正後の道路交通法では、従来の原動機付自転車
が、「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付
自転車」に分類され、大きさなど一定の基準に該当
する電動キックボード等は特定小型原動機付自転車

に区分し、新たな交通ルールを適用することになり
ました。また、特定小型原動機付自転車の保安基準
が定められ、ブレーキ、ヘッドライト等を備えるこ
とが必要となりました。

　特定小型原動機付自転車のうち、性能上の最高速
度が毎時６キロメートル以下、最高速度表示灯を点
滅する等一定の基準を満たすものは、特例特定小型
原動機付自転車に分類することとなり、自転車歩道
通行可となっている歩道や路側帯を通行することが
可能となりました。

　つぎに、特定小型原動機付自転車を運転するには、
運転免許を受ける必要はないものの、16 歳未満の
者の運転は禁止されます。また、運転する際には、
乗車用ヘルメットの着用が努力義務とされておりま
す。このほか、ナンバープレートの取得や自動車損
害賠償責任保険の加入は、従来の原動機付自転車と
同様です。

　運転する際の規則は、信号機は原則として車両用
の信号に従いますが、歩行者用信号機に「歩行者・
自転車専用」の表示がある場合、又は特例特定小型
原動機付自転車が横断歩道を進行する場合は、歩行
者用信号機に従います。また、車道を通行する場合
には、道路の左側端に沿って通行すること、交差点
を右折するときは二段階右折することになります。
信号無視や一時不停止等のほか、飲酒運転、携帯電
話を使用しての運転、二人乗り、傘差し等の片手運
転は禁止となり、違反行為は切符処理されることに
なります。

　結びに、警察では、特定小型原動機付自転車の安
全な利用のため、関係機関団体と連携を図り、利用
者及び他の交通参加者への交通安全教育、広報啓発
活動を通じて交通ルールの周知を図って参ります。

プロフィール

鶴岡警察署長

塚　本　高　弘　氏
昭和 43(1968) 年 12 月生（54歳）

略　　　歴

　昭和 62年４月　採用
　平成 14年３月　上山警察署 交通課長
　平成 16年３月　米沢警察署 交通課長
　平成 17年３月　山形警察署 交通第二課長
　平成 18年３月　東北管区警察学校 教官
　平成 20年３月　交通部交通企画課 課長補佐
　平成 23年３月　警務部総務企画課 次長
　平成 24年３月　山形警察署 交通官
　平成 25年３月　警察庁交通局運転免許課
　　　　　　　　　 課長補佐
　平成 27年３月　交通部交通指導課 交通指導官
　平成 28年３月　交通部運転免許課
　　　　　　　　　 免許指導官兼次長
　平成 30年３月　刑事部刑事企画課
　　　　　　　　　 管理官兼次長
　平成 31年４月　生活安全部サイバー犯罪
　　　　　　　　　対策課長
　令和２年３月　交通部交通規制課長
　令和３年３月　刑事部参事官兼刑事企画課長
　令和５年３月　現職

　　家族構成
 妻（山形市居住）、
 長男夫婦、孫（１歳）（東京都居住）
 次男夫婦（山形市居住）
 長女（千葉県居住）

　　趣味など
　　　　ジョギング、ツーリング

　

会 長 挨 拶 会長／冨田 喜美子 道路交通法の改正による電動キック
ボードについて

鶴岡警察署長　塚本 高弘 氏

幹 事 報 告 幹事／菅原 成規

冨田喜美子君　塚本署長、お忙しい中スピーチありがとうござ
いました。

佐藤　孝子君　塚本署長様、卓話ありがとうございました。警察
犬のオルティス今年もよろしくお願いします。

藤川　享胤君　◎塚本署長様スピーチありがとうございまし
た。◎西川直前会長、高橋直前幹事一年間ご苦労
様でした。◎冨田年度の船出を祝して

つか　　もと　　たか　　ひろ
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